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感染対策
４月 ５月

６月以降

５月８日以降の基本的な感染対策について（案）

５/ ７で終了

対策の継続

令和５年４月２５日

福 祉 保 健 部 健 康 課

対策の継続

対策の継続

５/ ７で終了

〇国の考え方

５月８日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から５類感染症

に変更される予定であり、この位置付けの変更と合わせて基本的対処方針は廃止となる。日常における基本的な感

染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となり、政府として一律に求

めることはなくなる。

〇市の対応

以下のとおり

ただし、特に感染対策が求められる重症化リスクが高い方が多い場面（高齢者施設など）では、引き続き感染対

策を継続していくことが考えられる。


